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次

告

示

○
平
成
四
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
一
号
（
東
京
都
非
常

勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ

る
年
齢
階
層
ご
と
の
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金

た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高

限
度
額
）
の
一
部
改
正
…
…（
総
務
局
人
事
部
職
員
支
援
課
）…
�

○
平
成
四
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
三
号
（
平
成
十
七
年

四
月
一
日
改
正
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医

及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
並
び

に
廃
止
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学

校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
に

基
づ
く
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
発
生
し
た

公
務
災
害
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
、
障

害
補
償
年
金
前
払
一
時
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時

金
の
額
に
乗
ず
る
率
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
平
成
八
年
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
四
号
（
東
京
都
非
常

勤
職
員
の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ

り
知
事
が
定
め
る
金
額
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
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○
都
税
に
係
る
徴
収
金
の
収
納
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託
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
徴
収
部
徴
収
指
導
課
）…
�

○
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
生
活
文
化
局
計
量
検
定
所
検
査
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
二
課
）…
�

○
建
築
基
準
法
に
よ
る
道
路
位
置
の
指
定
の
変
更
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
令
和
二
年
に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
の
許
可
等
の
申

請
期
間
等
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
水
産
課
）…
�

○
令
和
二
年
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
釣
り
漁
業
の
許
可

等
の
申
請
期
間
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
令
和
二
年
の
小
笠
原
海
域
に
お
け
る
さ
ん
ご
漁
業
の
許
可

等
の
申
請
期
間
等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
限
度
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
農
林
水
産
部
森
林
課
）…
�

○
指
定
管
理
者
の
指
定
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
管
理
課
）…
�

○
都
立
公
園
及
び
公
園
施
設
に
係
る
写
真
撮
影
の
た
め
の
臨

時
的
な
占
用
及
び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収

委
託
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
公
園
緑
地
部
公
園
課
）…
��

公

告

○
建
設
業
者
に
関
す
る
公
告
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
設
業
課
）…
��

○
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
完
了
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…（
都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
��

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
（
二

件
）
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
��

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
二
号

平
成
四
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
一
号
（
東
京
都
非
常
勤
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
る
年
齢
階
層
ご
と

の
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
及
び
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎

額
の
最
低
限
度
額
及
び
最
高
限
度
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

年

齢

階

層

最
低
限
度
額

最
高
限
度
額

二
十
歳
未
満

四
、
九
八
一
円

一
三
、
三
四
二
円

二
十
歳
以
上
二
十
五
歳
未
満

五
、
五
四
三
円

一
三
、
三
四
二
円

二
十
五
歳
以
上
三
十
歳
未
満

六
、
〇
五
一
円

一
四
、
一
五
七
円

三
十
歳
以
上
三
十
五
歳
未
満

六
、
四
七
五
円

一
七
、
一
〇
四
円

三
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満

六
、
七
八
三
円

一
九
、
三
二
〇
円

四
十
歳
以
上
四
十
五
歳
未
満

七
、
〇
三
一
円

二
一
、
二
三
五
円

四
十
五
歳
以
上
五
十
歳
未
満

七
、
〇
八
六
円

二
三
、
二
六
六
円

五
十
歳
以
上
五
十
五
歳
未
満

六
、
九
九
五
円

二
五
、
五
〇
三
円

五
十
五
歳
以
上
六
十
歳
未
満

六
、
五
四
三
円

二
五
、
五
一
五
円

六
十
歳
以
上
六
十
五
歳
未
満

五
、
三
一
五
円

二
〇
、
五
一
一
円

六
十
五
歳
以
上
七
十
歳
未
満

三
、
九
七
〇
円

一
四
、
九
八
〇
円

七
十
歳
以
上

三
、
九
七
〇
円

一
三
、
三
四
二
円

附

則

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
最
低
限
度
額
欄
及
び
最
高
限
度
額
欄

の
規
定
は
、
令
和
二
年
六
月
一
日
以
後
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補

償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同
日
以
後
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ

た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
適
用
し
、

同
日
前
の
期
間
に
係
る
年
金
た
る
補
償
に
係
る
補
償
基
礎
額
及
び
同

日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
長
期
療
養
者
の
休
業
補
償
に
係

る
補
償
基
礎
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
三
号

平
成
四
年
東
京
都
告
示
第
七
百
六
十
三
号
（
平
成
十
七
年
四
月
一

日
改
正
前
の
都
立
学
校
の
学
校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師



令和2年6月1日（月曜日）東 京 都 公 報（第17104号） ２
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る
条
例
並
び
に
廃
止
前
の
都
立
学
校
の
学

校
医
、
学
校
歯
科
医
及
び
学
校
薬
剤
師
の
公
務
災
害
補
償
に
関
す
る

条
例
施
行
規
則
に
基
づ
く
、
平
成
十
七
年
三
月
三
十
一
日
以
前
に
発

生
し
た
公
務
災
害
に
係
る
遺
族
補
償
年
金
、
障
害
補
償
年
金
、
障
害

補
償
年
金
前
払
一
時
金
又
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
乗

ず
る
率
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。
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１

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
乗
ず
る
率
の
規
定
は
、
令
和
二
年

四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
以
後
に
支
給
す
べ
き

事
由
が
生
じ
た
遺
族
補
償
一
時
金
又
は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時

金
の
額
の
計
算
に
お
け
る
平
成
二
年
十
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま

で
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補
償
年
金
若
し
く
は
障
害
補
償

年
金
の
額
又
は
平
成
二
年
十
月
一
日
か
ら
令
和
二
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
障
害
補
償
年
金
前
払
一
時

金
若
し
く
は
遺
族
補
償
年
金
前
払
一
時
金
の
額
に
つ
い
て
適
用
す

る
。

２

適
用
日
前
に
支
給
す
べ
き
事
由
が
生
じ
た
遺
族
補
償
一
時
金
又

は
障
害
補
償
年
金
差
額
一
時
金
の
額
の
計
算
に
お
け
る
平
成
二
年

十
月
か
ら
令
和
二
年
三
月
ま
で
の
分
と
し
て
支
給
さ
れ
た
遺
族
補

償
年
金
若
し
く
は
障
害
補
償
年
金
の
額
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
四
号

平
成
八
年
東
京
都
告
示
第
八
百
九
十
四
号
（
東
京
都
非
常
勤
職
員

の
公
務
災
害
補
償
等
に
関
す
る
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
が
定
め
る

金
額
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

表
常
時
介
護
を
要
す
る
状
態
の
項
中
「
十
六
万
五
千
百
五
十
円
」

を
「
十
六
万
六
千
九
百
五
十
円
」
に
、
「
七
万
七
百
九
十
円
」
を

「
七
万
二
千
九
百
九
十
円
」
に
改
め
、
同
表
随
時
介
護
を
要
す
る
状

態
の
項
中
「
八
万
二
千
五
百
八
十
円
」
を
「
八
万
三
千
四
百
八
十

円
」
に
、
「
三
万
五
千
四
百
円
」
を
「
三
万
六
千
五
百
円
」
に
改
め

る
。

附

則

こ
の
告
示
に
よ
る
改
正
後
の
規
定
は
、
令
和
二
年
四
月
一
日
以
後

の
期
間
に
係
る
介
護
補
償
に
つ
い
て
適
用
し
、
同
日
前
の
期
間
に
係

る
介
護
補
償
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
五
号

東
京
都
都
税
条
例
（
昭
和
二
十
五
年
東
京
都
条
例
第
五
十
六
号
）

に
基
づ
く
個
人
の
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
、
自
動
車
税
種
別
割

（
普
通
徴
収
の
も
の
に
限
る
。
）
、
固
定
資
産
税
等
に
係
る
徴
収
金

の
収
納
の
事
務
に
つ
い
て
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年

政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

次
の
と
お
り
委
託
し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

委
託
し
た

相
手
方

委
託
内
容

委
託
期
間

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
株
式

会
社

千
代
田
区
紀
尾
井
町

一
番
三
号
東
京
ガ
ー

デ
ン
テ
ラ
ス
紀
尾
井

町
紀
尾
井
タ
ワ
ー

Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
に
よ

る
都
税
の
収
納

令
和
二
年
六
月
一
日

か
ら
令
和
三
年
三
月

三
十
一
日
ま
で

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ

株
式
会
社

品
川
区
西
品
川
一
丁

目
一
番
一
号
住
友
不

動
産
大
崎
ガ
ー
デ
ン

タ
ワ
ー
二
十
二
階

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ

Ｐ
ａ
ｙ

に
よ
る
都
税
の
収
納

同
右

ビ
リ
ン
グ
シ
ス
テ
ム

株
式
会
社

千
代
田
区
内
幸
町
一

丁
目
一
番
一
号
帝
国

ホ
テ
ル
タ
ワ
ー
十
三

都
税
収
納
事
務
の
と

り
ま
と
め

同
右

階◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
及
び

第
二
十
条
第
一
項
並
び
に
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年

通
商
産
業
省
令
第
七
十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在
場
所
定
期
検
査
を

次
の
と
お
り
指
定
定
期
検
査
機
関
が
実
施
す
る
の
で
、
同
法
第
二
十

一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日

東
京
都
計
量
検
定
所
長

荒

木

誠

一

検
査
地
域

新
宿
区
、
中
野
区
、
三
鷹
市
、
調
布
市
及
び
狛
江

市

二

検
査
対
象

非
自
動
は
か
り
で
あ
っ
て
、
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン

を
超
え
る
も
の
及
び
同
一
の
事
業
所
で
併
せ
て
使

用
す
る
ひ
ょ
う
量
が
二
ト
ン
以
下
の
も
の
（
分
銅

及
び
お
も
り
を
含
む
。
）

三

検
査
期
日

令
和
二
年
七
月
一
日
か
ら
同
月
三
十
一
日
ま
で

（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東

京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

四

検
査
場
所

特
定
計
量
器
（
皮
革
面
積
計
を
除
く
。
）
の
所
在

の
場
所

五

指
定
定
期

検
査
機
関

の
名
称

一
般
社
団
法
人
東
京
都
計
量
協
会

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
七
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
道
路
の
位
置
を
指
定
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置



令和2年6月1日（月曜日）東 京 都 公 報（第17104号） ６
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

指
定
に
係
る
道

路
の
種
類

指
定
年
月
日

指
定
に
係
る
道

路
の
位
置

指
定
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
四

月
三
日

小
平
市
小
川
東

町
五
丁
目
二
千

五
十
一
番
三
の

一
部
、
同
番
三

地
先
並
び
に
同

番
八
、
二
千
五

十
六
番
二
及
び

同
番
八
の
各
一

部
並
び
に
同
番

九

延
長三

四
・
九
九

幅
員

四
・
〇
〇

同
右

令
和
二
年
一

月
二
十
八
日

稲
城
市
大
字
東

長
沼
字
六
号
千

九
百
六
番
一
及

び
千
九
百
七
番

三
の
各
一
部

延
長二

三
・
九
二

幅
員

四
・
〇
〇

同
右

令
和
二
年
三

月
十
三
日

小
金
井
市
前
原

町
三
丁
目
千
四

百
九
十
六
番
十

九

延
長一

九
・
二
三

幅
員

四
・
〇
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
八
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
。
以
下
「
法
」

と
い
う
。
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
の
規
定
に
よ
る
道
路
の
位

置
の
指
定
を
次
の
と
お
り
変
更
し
た
。

な
お
、
関
係
図
書
は
、
東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
に
備
え
置

い
て
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

変
更
に
係
る
道

路
の
種
類

変
更
年
月
日

変
更
に
係
る
道

路
の
位
置

変
更
に
係
る
道

路
の
延
長
及
び

幅
員
（
単
位
メ

ー
ト
ル
）

法
第
四
十
二
条

第
一
項
第
五
号

の
規
定
に
よ
る

道
路

令
和
二
年
三

月
十
三
日

小
金
井
市
前
原

町
三
丁
目
千
四

百
九
十
六
番
十

八
及
び
同
番
二

十
の
各
一
部

延
長

九
・
八
三

幅
員

〇
・
五
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
八
十
九
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
目
黒
区
中
目
黒

二
丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



（第17104号）東 京 都 公 報令和2年6月1日（月曜日）７

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
六
条
第

一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、

当
該
汚
染
に
よ
る
人
の
健
康
に
係
る
被
害
を
防
止
す
る
た
め
当
該
汚

染
の
除
去
、
当
該
汚
染
の
拡
散
の
防
止
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
こ

と
が
必
要
な
区
域
（
以
下
「
要
措
置
区
域
」
と
い
う
。
）
を
指
定
す

る
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

要
措
置
区
域

別
図
の
と
お
り
（
世
田
谷
区
三
軒
茶
屋
二
丁
目

地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン

三

当
該
要
措
置
区
域
に
お
い
て
講
ず
べ
き
指
示
措
置

原
位
置
封

じ
込
め
又
は
遮
水
工
封
じ
込
め



令和2年6月1日（月曜日）東 京 都 公 報（第17104号） ８

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
一
号

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

号
）
第
八
条
第
二
項
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

二
年
に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
は
え
縄
漁
業
（
小
笠
原
村
地
先
海
面
に
お
け

る
も
の
に
限
る
。
）
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度
を
次
の
と
お
り

定
め
た
の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
五
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度

二
十
八
隻

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
二
号

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

号
）
第
八
条
第
二
項
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

二
年
に
お
け
る
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
釣
り
漁
業
（
小
笠
原
村
地
先
海
面

に
お
け
る
も
の
に
限
る
。
）
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ

き
期
間
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度
を
次
の

と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
五
条
第

四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子



（第17104号）東 京 都 公 報令和2年6月1日（月曜日）９
一

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度

六
十
四
隻

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
三
号

東
京
都
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
東
京
都
規
則
第
百
六
十

号
）
第
八
条
第
二
項
（
第
二
十
一
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場

合
を
含
む
。
）
及
び
第
二
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
令
和

二
年
の
小
笠
原
海
域
に
お
け
る
さ
ん
ご
漁
業
（
造
礁
さ
ん
ご
の
採
捕

を
目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
。
）
の
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請

す
べ
き
期
間
及
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度
を

次
の
と
お
り
定
め
た
の
で
、
同
規
則
第
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
五

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
月
十
五
日
ま
で

二

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
数
の
最
高
限
度

二
隻

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
四
号

森
林
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
二
百
七
十
六
号
）
第
四

条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
伐
採

す
る
こ
と
が
で
き
る
保
安
林
の
皆
伐
面
積
の
残
存
許
容
限
度
を
、
同

条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
表
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

保
安
林
の
種
類

単
位

区
域

同
一
単
位
と

さ
れ
る
区
域

皆
伐
面
積
の
残

存
許
容
限
度

（
ヘ
ク
タ
ー

ル
）

か
ん

水
源
涵
養
保
安

林

多
摩
川

青
梅
市
及
び
西
多
摩

郡
奥
多
摩
町
の
区
域

六
四
五
・
八
二

秋
川

あ
き
る
野
市
並
び
に

西
多
摩
郡
日
の
出
町

及
び
同
郡
檜
原
村
の

区
域

二
六
四
・
二
一

浅
川

八
王
子
市
の
区
域

七
九
・
九
一

計

九
八
九
・
九
四

土
砂
流
出
防
備

保
安
林

多
摩
川

青
梅
市
及
び
西
多
摩

郡
奥
多
摩
町
の
区
域

四
七
・
八
九

秋
川

あ
き
る
野
市
並
び
に

西
多
摩
郡
日
の
出
町

及
び
同
郡
檜
原
村
の

区
域

四
・
〇
三

浅
川

八
王
子
市
及
び
町
田

市
の
区
域

一
五
・
七
九

大
島

神
津
島
村
の
区
域

〇
・
五
〇

八
丈
島

八
丈
島
八
丈
町
の
区

域

八
一
・
五
四

計

一
四
九
・
七
五

土
砂
崩
壊
防
備

保
安
林

秋
川

あ
き
る
野
市
及
び
西

多
摩
郡
日
の
出
町
の

区
域

〇
・
五
八

計

〇
・
五
八

干
害
防
備
保
安

林

秋
川

西
多
摩
郡
檜
原
村
の

区
域

〇
・
七
八

大
島

大
島
町
の
区
域

一
・
八
六

八
丈
島

八
丈
島
八
丈
町
の
区

域

〇
・
四
〇

小
笠
原

諸
島

小
笠
原
村
の
区
域

八
六
・
八
八

計

八
九
・
九
二

保
健
保
安
林

多
摩
川

青
梅
市
及
び
西
多
摩

郡
奥
多
摩
町
の
区
域

一
六
・
三
八

秋
川

あ
き
る
野
市
並
び
に

西
多
摩
郡
日
の
出
町

及
び
同
郡
檜
原
村
の

区
域

二
〇
・
四
〇

浅
川

八
王
子
市
及
び
町
田

市
の
区
域

一
〇
・
五
二

小
笠
原

諸
島

小
笠
原
村
の
区
域

一
九
六
・
〇
〇

計

二
四
三
・
三
〇

◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
五
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
四
十

四
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
公
の
施
設
の
管
理
を
行
わ
せ
る

者
を
次
の
よ
う
に
指
定
し
た
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

公
の
施
設
の
名
称
及
び
所
在
地

東
京
都
立
高
井
戸
公
園

東
京
都
杉
並
区
久
我
山
二
丁
目

二

指
定
管
理
者
の
名
称
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

東
京
都
新
宿
区
歌
舞
伎
町

二
丁
目
四
十
四
番
一
号

三

指
定
の
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で



令和2年6月1日（月曜日）東 京 都 公 報（第17104号） １０
◉
東
京
都
告
示
第
七
百
九
十
六
号

東
京
都
立
公
園
条
例
（
昭
和
三
十
一
年
東
京
都
条
例
第
百
七
号
）

第
十
四
条
に
規
定
す
る
都
市
公
園
を
占
用
す
る
者
か
ら
徴
収
す
る
占

用
料
の
う
ち
、
同
条
例
別
表
第
四
に
規
定
す
る
写
真
撮
影
の
た
め
の

臨
時
的
な
占
用
及
び
そ
の
他
の
占
用
に
係
る
占
用
料
の
徴
収
の
事
務

に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六

号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
委
託

し
た
の
で
告
示
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

委
託
し
た
相
手
方

㈠

名
称

公
益
財
団
法
人
東
京
都
公
園
協
会

㈡

所
在
地

新
宿
区
歌
舞
伎
町
二
丁
目
四
十
四
番
一
号

二

委
託
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一

日
ま
で

三

委
託
施
設

高
井
戸
公
園

公

告

建
設
業
の
許
可
の
取
消
処
分
の
公
告
に
つ
い
て

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
る
処
分
を
し
た
の
で
、
同
法
第
二
十
九
条
の
五
第
一
項

の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

処
分
し
た
年
月
日

令
和
二
年
五
月
十
四
日

二

被
処
分
者
の
商
号
又
は
名
称
、
主
た
る
営
業
所
の
所
在
地
、
代

表
者
の
氏
名
及
び
許
可
番
号

有
限
会
社
笹
谷
工
務
店

文
京
区
千
石
一
丁
目
一
番
八
号

笹
谷

昌
男

東
京
都
知
事
許
可
（
般－

二
十
八
）
第
八
三
五
七
六
号

三

処
分
の
内
容

建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
基
づ
く
許
可
の
取
消

し
四

処
分
の
原
因
と
な
っ
た
事
実

被
処
分
者
は
、
合
併
又
は
破
産
手
続
開
始
の
決
定
以
外
の
事
由

に
よ
り
解
散
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
が
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第

一
項
第
四
号
に
該
当
す
る
。

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
二
年
六
月
一
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

日
野
市
百
草
五
百
七
十
四
番
一
、

同
番
三
か
ら
同
番
五
ま
で
、
五
百

七
十
五
番
一
及
び
五
百
七
十
六
番

一

新
宿
区
高
田
馬
場
三
丁
目
四
十

六
番
二
十
五
号

ア
イ
デ
ィ
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

久
林

欣
也

日
野
市
百
草
八
百
六
十
番
四

西
東
京
市
東
伏
見
三
丁
目
六
番

十
九
号

タ
ク
ト
ホ
ー
ム
株
式
会
社

代
表
取
締
役

小
寺

一
裕

武
蔵
村
山
市
中
原
三
丁
目
二
十
五

西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二

番
二
、
同
番
二
地
先
、
同
番
三
、

同
番
四
、
二
十
七
番
一
、
同
番
二

及
び
同
番
二
十
六

十
六
番
三
号

株
式
会
社
東
栄
住
宅

代
表
取
締
役

佐
藤

千
尋

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

都
立
第
一
別
館

二

店
舗
所
在
地

目
黒
区
中
根
一
丁
目
四
番
三
号

三

設
置
者
名

東
急
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
南
平
台
町
五
番
六
号

五

変
更
前
の
設
置
者
名

東
京
急
行
電
鉄
株
式
会
社

六

変
更
後
の
設
置
者
名

東
急
株
式
会
社

七

変
更
前
の
設
置
者
の

代
表
者
名

越
村

敏
昭

八

変
更
後
の
設
置
者
の

髙
橋

和
夫
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代
表
者
名

九

変
更
を
行
っ
た
小
売

業
者
の
氏
名
又
は
名

称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア
ほ
か
一
名

十

変
更
前
の
小
売
業
者

の
住
所

神
奈
川
県
横
浜
市
鶴
見
区
大
黒
ふ
頭
十

五
番
二
（
株
式
会
社
ジ
ャ
イ
ア
ン
ト
）

十
一

変
更
後
の
小
売
業

者
の
住
所

神
奈
川
県
川
崎
市
中
原
区
小
杉
御
殿
町

二
丁
目
四
十
四
番
三
号
（
株
式
会
社
ジ

ャ
イ
ア
ン
ト
）

十
二

変
更
前
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

越
村

敏
昭
（
株
式
会
社
東
急
ス
ト

ア
）
ほ
か

十
三

変
更
後
の
小
売
業

者
の
代
表
者
名

須
田

清
（
株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア
）

ほ
か

十
四

変
更
日

令
和
元
年
九
月
二
日
ほ
か

十
五

届
出
日

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

十
六

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
七

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
一

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
八

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
変
更
の
届
出
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
。
以
下

「
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店

舗
の
変
更
に
つ
い
て
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て

準
用
す
る
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
し
、

そ
の
届
出
及
び
添
付
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
意
見
を
述
べ
よ
う

と
す
る
者
は
、
意
見
の
内
容
を
記
載
し
た
書
面
に
「
㈠
氏
名
（
団
体

に
あ
っ
て
は
団
体
名
及
び
そ
の
代
表
者
の
氏
名
）
㈡
住
所
（
団
体
に

あ
っ
て
は
所
在
地
）
㈢
意
見
を
述
べ
る
理
由
」
を
記
載
し
た
書
面
を

添
え
て
、
令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
四
月
以
内
に
東
京
都
産
業
労
働

局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

に
到
着
す
る
よ
う
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

令
和
二
年
六
月
一
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

都
立
第
一
別
館

二

店
舗
所
在
地

目
黒
区
中
根
一
丁
目
四
番
三
号

三

設
置
者
名

東
急
株
式
会
社

四

設
置
者
住
所

渋
谷
区
南
平
台
町
五
番
六
号

五

変
更
を
行
う
小
売
業

者
の
氏
名
又
は
名
称

株
式
会
社
東
急
ス
ト
ア

六

変
更
前
の
開
店
時
刻

午
前
十
時
。
た
だ
し
、
年
間
二
百
四
十

日
に
限
り
午
前
九
時

七

変
更
後
の
開
店
時
刻

午
前
八
時
ほ
か

八

変
更
前
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
十
時
か
ら
翌
午
前
一
時
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
年
間
二
百
四
十
日
に
限
り
午

前
九
時
か
ら
翌
午
前
一
時
十
分
ま
で
。

九

変
更
後
の
来
客
が
駐

車
場
を
利
用
す
る
こ

と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
七
時
三
十
分
か
ら
翌
午
前
一
時
十

分
ま
で
。

十

変
更
日

令
和
二
年
五
月
十
六
日

十
一

届
出
日

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日

十
二

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業

振
興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番

一
号
）

十
三

縦
覧
期
間

令
和
二
年
六
月
一
日
か
ら
同
年
十
月
一

日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例

第
十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

十
四

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十

分
ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一

時
ま
で
を
除
く
。
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